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６．整備計画 

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路につい

て、次のとおり計画します。 

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがありま

す。（基本構想で提起された課題のうち、すでに整備や改修が完了した箇所に

ついては事業から除外しています） 

（１）新横浜駅周辺地区

１）個別経路の事業計画




